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よ
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）

○
東
京
都
公
立
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
中

等
教
育
学
校
前
期
課
程
の
学
級
編
制
基
準
（
昭
和
四
十
五

年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号
）
の
一
部
改
正
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
六
号

東
京
都
市
計
画
事
業
六
町
四
丁
目
付
近
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事

業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
事
業
六
町
四
丁
目
付
近
土
地
区
画
整
理
事
業

二

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
勝
ど
き
一
丁
目
七
番
三
号

東
京
都
第
一
市
街
地
整
備

事
務
所
内

三

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

平
成
十
年
三
月
三
十
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

変
更
の
年
月
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
七
号

東
京
に
お
け
る
緊
急
輸
送
道
路
沿
道
建
築
物
の
耐
震
化
を
推
進
す

る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号
）
第
七
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
東
京
都
告
示
第
千
十
号
に
よ



令和5年3月31日（金曜日）東 京 都 公 報（第17789号） ２
り
指
定
し
た
特
定
緊
急
輸
送
道
路
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
東
京
都
都
市
整
備

局
市
街
地
建
築
部
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
三
階
南
側
）
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
特
定
緊
急
輸
送
道
路

㈠

道
路
の
種
別
、
路
線
番
号
、
路
線
名
並
び
に
起
点
及
び
終
点

別
表
の
と
お
り

㈡

指
定
の
解
除
の
概
要

別
図
の
と
お
り

二

特
定
緊
急
輸
送
道
路
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
日

令
和
五
年
四
月
一
日
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
八
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和5年3月31日（金曜日）東 京 都 公 報（第17789号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

国
立
北
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
８
、
９
号
棟
）

国
立
市
北
三
丁
目
二
十
五
番
の
一

中
層
耐
火

四
一
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

国
立
北
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１０
、
１１
号
棟
）

同
右

同
右

三
九
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四
八
戸
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（第17789号）東 京 都 公 報令和5年3月31日（金曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

南
六
郷
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

大
田
区
南
六
郷
一
丁
目
二
十
二
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
戸

三
二
、
八
〇
〇
円

七
五
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
三
戸

三
八
、
三
〇
〇
円

八
七
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

三
八
、
五
〇
〇
円

八
八
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
戸

三
二
、
八
〇
〇
円

七
五
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

三
八
、
三
〇
〇
円

八
七
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
五
、
三
〇
〇
円

一
〇
四
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
四
、
四
〇
〇
円

一
二
四
、
七
〇
〇
円

調
布
緑
ケ
丘
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
８
号
棟
）

調
布
市
緑
ケ
丘
二
丁
目
三
十
四
番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
戸

二
八
、
九
〇
〇
円

七
七
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
三
、
八
〇
〇
円

九
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

四
〇
、
一
〇
〇
円

一
〇
七
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
七
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
八
、
〇
〇
〇
円

一
二
八
、
四
〇
〇
円

調
布
緑
ケ
丘
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１２
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

二
八
、
九
〇
〇
円

七
七
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
三
、
八
〇
〇
円

九
〇
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

四
〇
、
一
〇
〇
円

一
〇
七
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
〇
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

四
八
、
〇
〇
〇
円

一
二
八
、
九
〇
〇
円

清
瀬
野
塩
ア
パ
ー
ト

（
２６
号
棟
）

清
瀬
市
野
塩
二
丁
目
三
百
八
十
七

番
地

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
八
戸

二
七
、
一
〇
〇
円

六
四
、
九
〇
〇
円



令和5年3月31日（金曜日）東 京 都 公 報（第17789号） １０
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
四
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
一
、
七
〇
〇
円

七
五
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

三
七
、
六
〇
〇
円

八
九
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
七
、
四
〇
〇
円

八
九
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

四
五
、
〇
〇
〇
円

一
〇
七
、
七
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
二
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

上
沼
田
第
３
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

足
立
区
江
北
七
丁
目
十

三
番

四
一
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

三
鷹
深
大
寺
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

三
鷹
市
深
大
寺
一
丁
目

十
三
番

一
〇
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
四
号

平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示
第
九
百
十
五
号
（
東
京
都
環
境
影
響

評
価
技
術
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
十
及
び
別
表
十
一
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
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成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
に
改
め
る
。

別
表
二
十
一
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法

律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

別
表
十
及
び
別
表
十
一
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
五
号

平
成
十
七
年
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
四
号
（
東
京
都
エ
ネ
ル
ギ

ー
環
境
計
画
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三

一
㈥
中
「特

定
供
給
者

」
を
「認

定
事
業
者

」
に
、
「電

気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特

別
措
置
法

」
を
「再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
特
別
措
置
法

」
に
、
「第

３
条
第
２
項

」
を
「第

２
条
第
５

項

」
に
、
「第

２
条
第
２
項

」
を
「第

２
条
第
１
項

」
に
、
「第

８

条
第
１
項

」
を
「第

１５条
の
２
第
１
項

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
九
号
（
東
京
都
地
球
温

暖
化
対
策
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
編
第
四

二
㈡
オ
ア
中
「電

気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

」
を
「再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

行
規
則

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
七
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の

最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ

る
道
路
を
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名
及
び
指
定
区
間

別
表
の
と
お
り

二

指
定
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

別
表

路

線

名

指

定

区

間

東
京
市
川

江
東
区
大
島
八
丁
目
七
百
二
十
三
番
地
先

か
ら
江
戸
川
区
江
戸
川
三
丁
目
五
十
四
番

地
先
ま
で

王
子
千
住
夢
の
島

台
東
区
三
ノ
輪
一
丁
目
二
十
八
番
地
先
か

ら
墨
田
区
東
向
島
四
丁
目
二
十
六
番
地
先

ま
で

千
住
小
松
川
葛
西
沖

葛
飾
区
小
菅
二
丁
目
八
番
地
先
か
ら
同
区

堀
切
四
丁
目
五
十
八
番
地
先
ま
で

吾
妻
橋
伊
興
町

墨
田
区
堤
通
二
丁
目
十
四
番
地
先
か
ら
荒

川
区
南
千
住
八
丁
目
十
六
番
地
先
ま
で

足
立
区
千
住
曙
町
四
十
一
番
地
先
か
ら
同

区
千
住
仲
町
二
番
地
先
ま
で

言
問
橋
南
千
住

荒
川
区
南
千
住
二
丁
目
二
十
八
番
地
先
か

ら
同
区
南
千
住
三
丁
目
四
番
地
先
ま
で

亀
戸
葛
西
橋

江
東
区
亀
戸
九
丁
目
八
番
地
先
か
ら
同
区

大
島
七
丁
目
三
十
九
番
地
先
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
八
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高

限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
併

せ
て
、
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行

す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車

両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名
及
び
指
定
区
間

別
表
の
と
お
り

二

指
定
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

三

通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・

一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈠

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積

載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線

か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接

す
る
施
設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み

出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物
に
接
触
し
な
い

よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

㈡

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危

険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦

寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー

ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色

の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
料
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で
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「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇

所
に
掲
げ
る
こ
と
。

㈢

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が

あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇

所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

別
表

路

線

名

指

定

区

間

環
状
六
号

目
黒
区
目
黒
三
丁
目
九
番
地
先
か
ら
同
区

大
橋
一
丁
目
三
番
地
先
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
あ
き
る
野

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
高
尾
町
千
五
百
八
十
五
番
四
地
先
か

ら
同
市
廿
里
町
千
八
百
三
十
三
番
八
十
一
地
先

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

山
田
宮
の
前

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
下
恩
方
町
四
百
八
十
四
番
一
地
先
か

ら
同
所
千
百
四
十
六
番
二
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

淵
上
日
野

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
滝
山
町
二
丁
目
五
百
三
番
一
地
先
か

ら
同
所
九
十
八
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

淵
上
日
野

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
小
宮
町
百
三
十
九
番
四
地
先
か
ら
同

所
五
十
一
番
十
八
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

武
蔵
野
狛
江

二

供
用
開
始
の
区
間

調
布
市
染
地
三
丁
目
八
番
百
地
先

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

伊
豆
大
久
保
港

二

変
更
の
区
間

三
宅
島
三
宅
村
伊
豆
四
百
八
十
六
番
一
地
先
か

ら
同
所
六
百
十
二
番
三
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

武
蔵
野
狛
江

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

調
布
市
染
地
三
丁
目
八
番
百
地
先

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
六
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
上
野
恩
賜
公
園

別
図
⑴
の
と
お
り

令
和
五
年
四
月
一

日

東
京
都
立
祖
師
谷
公
園

別
図
⑵
の
と
お
り

同
日

東
京
都
立
城
北
中
央
公
園

別
図
⑶
の
と
お
り

同
日
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
七
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
を
設
置
し
、
供
用
を

開
始
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

構
造

所
在
地

開
始
年

月
日

係
船

桟
橋

大
森
南

四
丁
目

防
災
船

着
場

浮
桟
橋
延
長

三
〇
・
〇
メ

ー
ト
ル
幅
六

・
〇
メ
ー
ト

ル
水
深
Ａ
．

Ｐ
．
㈠
二
・

五
メ
ー
ト
ル

連
絡
橋
延
長

一
三
・
九
メ

ー
ト
ル
幅
一

・
八
メ
ー
ト

ル

浮
桟
橋
Ｐ
Ｃ

ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド連
絡
橋
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
合

金

大
田
区

大
森
南

四
丁
目

地
先

令
和
五

年
四
月

一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
八
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

港
湾

施
設

晴
海
ふ

頭
地
区

四
四
、
五

五
二
・
九

四
一
、
六

一
三
・
六

中
央
区
晴
海

四
丁
目
及
び

令
和
五

年
四
月
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用
地

港
湾
施

設
用
地

六
平
方
メ

ー
ト
ル

一
平
方
メ

ー
ト
ル

同
区
晴
海
五

丁
目

一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
九
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

冷
蔵

コ
ン

テ
ナ

用
荷

役
施

設

中
央
防

波
堤
内

側
内
貿

ふ
頭
冷

蔵
コ
ン

テ
ナ
用

荷
役
施

設

二
〇

二
八

江
東
区
海
の

森
二
丁
目
一

番

令
和
五

年
四
月

一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

中
止
期
間

岸
壁

フ
ェ
リ

ー
ふ
頭

岸

壁

（

第

一
）

延
長
一
九
三
メ

ー
ト
ル
水
深

Ａ
．
Ｐ
．
㈠
七

・
五
メ
ー
ト
ル

江
東
区
有

明
四
丁
目

十
五
番
三

令
和
五
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
六
年

三
月
三
十
一
日
ま

で

桟
橋

フ
ェ
リ

延
長
二
一
八
メ

江
東
区
有

同
右

ー
ふ
頭

桟

橋

（

第

二
）

ー
ト
ル
水
深

Ａ
．
Ｐ
．
㈠
七

・
五
メ
ー
ト
ル

明
四
丁
目

十
五
番
二

地
先

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
一
号

東
京
都
海
上
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第

二
百
四
十
二
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
年

東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
七
号
で
定
め
た
東
京
都
立
東
京
港
野
鳥
公

園
の
団
体
入
場
券
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
令
和
五
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
平
成
十
年
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
七
号
で
定
め
た
様
式

に
よ
る
団
体
入
場
券
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
二
号

東
京
都
海
上
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第

二
百
四
十
二
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六

年
東
京
都
告
示
第
五
百
二
十
八
号
で
定
め
た
東
京
都
立
城
南
島
海
浜

公
園
キ
ャ
ン
プ
場
、
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
及
び
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場

附
帯
設
備
の
利
用
券
の
様
式
並
び
に
平
成
十
九
年
東
京
都
告
示
第
三

百
二
十
号
で
定
め
た
東
京
都
立
辰
巳
の
森
海
浜
公
園
ラ
グ
ビ
ー
練
習

場
の
利
用
券
の
様
式
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
平
成
十
六
年
東
京
都
告
示
第
五
百
二
十
八
号
及
び
平
成
十

九
年
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
号
で
定
め
た
様
式
に
よ
る
利
用
券
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

東
京
都
立
城
南
島
海
浜
公
園
キ
ャ
ン
プ
場
、
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ

場
及
び
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
附
帯
設
備
利
用
券
の
様
式
中
「キ

ャ

ン
プ
場
利
用
料

」
を
「キ

ャ
ン
プ
場
利
用
料
金

」
に
、
「オ

ー
ト

キ
ャ
ン
プ
場
利
用
料

」
を
「オ

ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
利
用
料
金

」
に
、

「利
用
料

」
を
「利

用
料
金

」
に
改
め
る
。

二

東
京
都
立
辰
巳
の
森
海
浜
公
園
ラ
グ
ビ
ー
練
習
場
利
用
券
の
様

式
中
「利

用
料

」
を
「利

用
料
金

」
に
改
め
る
。

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
八
号

昭
和
四
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号
（
東
京
都
公

立
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
前
期
課
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程
の
学
級
編
制
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

表
小
学
校
の
項
中
「
第
四
学
年
か
ら
第
六
学
年
ま
で
」
を
「
第
五

学
年
及
び
第
六
学
年
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１１８号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２３条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
５
年
７
月
１
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
５
年
９
月
３０日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

２
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
２
号
の
警
備
業
務
（
以
下
「
施
設
警
備
業
務
」

と
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
以

下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）

４
検
定
予
定
人
員

２０名

５
受
検
対
象
者

⑴
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
施
設
警
備
業
務
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る

法
第
２３条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証

明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間

が
１
年
以
上
で
あ
る
も
の

⑵
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知

識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

６
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
５
年
５
月
２２日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
２３日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
５
年
５
月
３１日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
６
月
２
日
（
金

曜
日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
検
定
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、

上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
２
葉

ウ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
各
１
通

ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

エ
前
記
５
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１

通ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合
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格
証
明
書
の
写
し
及
び
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
警
備
業
務
従
事

証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
受
検
資
格

認
定
書
の
写
し

⑷
検
定
手
数
料

１６,０００円

８
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１１９号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

）
第
２３条

第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
学
科
試
験

令
和
５
年
７
月
１
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
前
１１時

ま
で

⑵
実
技
試
験

令
和
５
年
９
月
３０日

（
土
曜
日
）

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

２
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
１２番

５
号

警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
２
号
の
警
備
業
務
（
施
設
警
備
業
務
に
係
る
も

の
を
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

４
検
定
予
定
人
員

６０名

５
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
５
年
５
月
２４日

（
水
曜
日
）
及
び
同
月
２５日

（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

０３（
３５８１）

８２０１

６
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
５
年
５
月
３１日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
６
月
２
日
（
金

曜
日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑵
受
付
場
所

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑶
申
請
書
類

ア
検
定
申
請
書

１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、

上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
２
葉

ウ
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
各
１
通

ア
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

⑷
検
定
手
数
料

１６,０００円

７
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１２０号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

。
以
下
「
法
」
と
い
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。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
５
年
７
月
２５日

（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
８
月
２
日
（
水
曜

日
）
ま
で
の
７
日
間
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
事
務
所
、
住

宅
、
興
行
場
、
駐
車
場
、
遊
園
地
等
に
お
け
る
盗
難
等
の
事
故
の

発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
「
１
号
警
備
業

務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

１１０名

５
受
講
対
象
者

⑴
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
３
年
以
上
で
あ
る
者

⑵
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４

条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２３条

第

４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に

係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

⑷
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
、
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
次
の
者

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員

等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し

た
者

イ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検

定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に

従
事
し
て
い
る
も
の

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
間

令
和
５
年
６
月
２６日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
２７日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

０３（
３８３７）

２１６０

⑶
受
講
対
象
者
の
確
定
方
法

受
講
対
象
者
の
う
ち
９０名

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
優
先
す
る
。

ア
現
に
東
京
都
内
に
居
住
す
る
者

イ
現
に
東
京
都
内
に
所
在
す
る
警
備
業
営
業
所
に
属
す
る
者

７
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
５
年
７
月
１１日

（
火
曜

日
）
ま
で
の
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

イ
前
記
５
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次

の
書
面

各
１
通

ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
１
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書

面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

履
歴
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
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事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書

に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し

ウ
前
記
５
の
⑶
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑶
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
記
５
の
⑷
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
１
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し

オ
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
２
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備

業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

ウ
前
６
の
⑶
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１
通

ア
前
６
の
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
居
地
を
疎
明
す

る
住
民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
居

地
が
明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
６
の
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
現
に
属
す
る
営
業

所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
６
の
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い

ず
れ
か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間

令
和
５
年
７
月
１９日

（
水
曜
日
）
及
び
同
月
２０日

（
木
曜

日
）
の
２
日
間

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

４７,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１２１号

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第
１１７号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
２２条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び

機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５８年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
講
習
の
実
施
期
間
及
び
時
間

令
和
５
年
６
月
１４日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
２１日

（
水
曜
日
）

ま
で
の
６
日
間
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会
研
修
室

３
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
で
定
め
る
警
備
業
務
（
人
若
し
く
は

車
両
の
雑
踏
す
る
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所

に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
を

い
う
。
以
下
「
２
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

４
講
習
予
定
人
員

１１０名

５
受
講
対
象
者

⑴
最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
３
年
以
上
で
あ
る
者

⑵
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
２０号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４

条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２３条

第

４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
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係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

⑷
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
、
⑵
又
は
⑶
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
次
の
者

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員

等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６１年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第

２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し

た
者

イ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検

定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警
備
業
務
に

従
事
し
て
い
る
も
の

６
受
講
申
出
の
要
領

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
受
講
申
出
の
受
付
期
間

令
和
５
年
５
月
１８日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
１９日

（
金
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
専
用
電
話

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

０３（
３８３７）

２１６０

⑶
受
講
対
象
者
の
確
定
方
法

受
講
対
象
者
の
う
ち
９０名

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
優
先
す
る
。

ア
現
に
東
京
都
内
に
居
住
す
る
者

イ
現
に
東
京
都
内
に
所
在
す
る
警
備
業
営
業
所
に
属
す
る
者

７
申
請
手
続

⑴
受
付
期
間

電
話
受
付
予
約
終
了
後
か
ら
令
和
５
年
６
月
１
日
（
木
曜

日
）
ま
で
の
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
申
込
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通

イ
前
記
５
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次

の
書
面

各
１
通

ア
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
２
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
書

面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

履
歴
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
警
備
業
務
従
事
証
明
書

に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し

ウ
前
記
５
の
⑶
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑶
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

エ
前
記
５
の
⑷
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
１
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し

オ
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
旧
２
級
検
定
の

合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑷
の
イ
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備

業
務
従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

ウ
前
６
の
⑶
の
ア
又
は
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

各
１
通

ア
前
６
の
⑶
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
居
地
を
疎
明
す

る
住
民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
居

地
が
明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
前
６
の
⑶
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
現
に
属
す
る
営
業

所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
６
の
⑶
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い

ず
れ
か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

８
受
講
料
納
入
手
続

⑴
受
講
料
納
入
の
受
付
期
間
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令
和
５
年
６
月
８
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
９
日
（
金
曜

日
）
の
２
日
間

⑵
受
付
場
所

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
１
番
１２号

栗
橋
ビ
ル

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

⑶
受
講
手
数
料

３８,０００円

９
問
合
せ
先

⑴
一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

電
話

０３（
５８１８）

６０７０

⑵
警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
３０３１２

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
１
号

消
防
組
織
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
２２６号

）
第
３９条

の
規
定
に
基

づ
く
東
京
消
防
庁
と
稲
城
市
と
の
間
に
お
け
る
消
防
相
互
応
援
協
定

の
一
部
を
改
正
す
る
協
定
を
次
の
よ
う
に
締
結
し
た
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

東
京
消
防
庁

稲
城

市
消
防
相
互
応
援
協
定
の
一
部
を
改
正
す

る
協
定

東
京
消
防
庁

稲
城

市
消
防
相
互
応
援
協
定
（
昭
和
４５年

５
月
）
の
一
部
を

改
正
す
る
協
定
を
次
の
よ
う
に
締
結
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
協
定
は
、
令
和
５
年
３
月
４
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

令
和
５
年
２
月
１６日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

稲
城

市

市
長

髙
橋

勝
浩

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
２
号

火
災
予
防
施
行
規
程
（
昭
和
３７年

７
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
１７

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

第
３
条
の
４
を
削
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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